
あなたのデザインが、ステッカーに！

募集
期限 令和8年7月31日(金)

主催 那覇市選挙管理員会
お問い合わせ 098-951-3215

「一般の部」および「学生の部」
※対象者： 那覇市内にお住まいの人、

または那覇市内に在学・在勤している人

募集
区分

最優秀賞の作品は 那覇市長選挙での
投票記念ステッカーのデザインに採用されます！

副賞 1万円分の商品券

最優
秀賞

今秋完成予定の首里城正殿
※作品内に投票したことを表す
言葉を入れてください

募集
テーマ

那覇市選挙管理委員会では、投票率向上への取り組みとして、選挙ごとにオリジナルデザインの
投票記念ステッカーを作成し、投票所で希望する方に配布しています。
今回、投票への関心をより広めるため、デザインコンテストを初開催します！

詳細は裏面をご覧ください

投票記念ステッカーは
投票所でもらえるよ

令和8年那覇
市長選挙

投票記念ス
テッカー
デザイン募

集

国営沖縄記念公園（首里城公園）：首里城正殿



令和8年 那覇市長選挙
投票記念ステッカーデザインコンテスト募集要項

1.応募条件
1.1. 募集部門と応募資格
・一般の部： 那覇市在住の全ての人、または市外在住で那覇市内の事業所に勤務する人
・学生の部： 那覇市在住の全ての学生、または市外在住で那覇市内の学校に通う学生

* 学生の部における学生（学校）とは、小学校、中学校、高等学校、大学、専門学校、フリースクールなど学校教育法に
定める学校その他これに準ずる教育機関に在籍している人が対象です。

* 応募は1人につき１作品まで。

2.2. 応募期間 ・・・ 令和８年6月1日（月曜）から７月３１日（金曜）まで （必着）

2.3. 募集デザインのテーマ
今秋に完成予定の「首里城正殿」をモチーフにしたイラスト作品。
作品内に投票したことを表す言葉を入れてください。 （例：「投票しました」「投票いったよ」など）

2.応募方法
【応募作品の規格】
（１） 大きさはB7サイズ（91mｍ×128ｍｍ）で作成してください。
（２）作品内に選挙名や日付は入れないでください。
（３）ステッカーは、応募サイズの半分程度に縮小して作成する予定です。縮小しても判別できるデザインにしてください。

【電子データで作成・応募する場合】
特設サイト内の応募フォームから必要事項と作品の電子データを
提出してください。電子データの詳細は特設サイトでご確認ください。

【応募用紙で作成・提出する場合】
所定の応募用紙に必要事項と応募作品を記載し、下の宛先に郵送また
は窓口で提出してください。

【応募用紙の宛先】
〒900-8585 那覇市泉崎１-１-１ 那覇市役所12階
那覇市選挙管理委員会事務局 デザインコンテスト係

3.入選・副賞 応募作品から選考で最優秀賞と優秀賞を決定し、各賞には賞状と副賞が進呈されます。
また、最優秀賞作品は那覇市長選挙での投票記念ステッカーのデザインに採用します。

最優秀賞（1名） 副賞： 商品券（10,000円分）

優秀賞（３名）： 副賞： 商品券（5,000円分）

※ 一般の部・学生の部から各2作品が入選し、そのうち１作品が最優秀賞、残り３作品が優秀賞になります。

4.選考方法と 結果発表
4.1. 選考方法

・【一次選考（事務局選考）】… 事務局による選考で、二次選考に進む作品を選びます。

・【二次選考（一般投票）】 … 那覇市役所の1階ロビーに作品を展示し、一般からの投票を行います。
部門別に得票数の上位2作品を入選作品とします。※投票期間は8月中旬に1週間程度を予定します。

・【最終選考（事務局選考）】… 事務局による最終選考で、各部門の入賞作品から最優秀賞１作品と優秀賞3作
品を決定します。 ※受賞者には電話またはメールで連絡いたします。

4.2. 結果の公表
・10月上旬に特設サイト上でコンテスト結果を公表予定です。
・入賞者の表彰式は10月中旬に那覇市役所で実施予定です。

5.応募に関する注意事項

（１）応募作品は、応募者本人が創作した未発表のオリジナル作品に限ります。 （２）第三者の著作権、商標権その他の権利を侵害するおそれ
がある作品、特定の候補者、政党、政治的主張を思わせる作品、AI生成による作品、その他主催者が不適当と判断した作品は選考対象外と
します。 （３）応募で収集した個人情報については、コンテストの選考及び表彰以外の目的で使用しません。 （４）応募者が１８歳未満の場合
は、保護者の同意を得た上で応募してください。応募があった時点で保護者の同意があったものとみなします。 （５）応募作品は原則返却し
ません。 （６）応募作品の著作権は応募者に帰属しますが、応募者は主催者に対し応募作品を選挙啓発のために無償で使用することを許諾
するものとします。 （７）応募作品に関して第三者との間で権利侵害等の紛争が生じた場合は、応募者の責任において解決するものとし、主
催者は一切の責任を負いません。 （８）最優秀賞作品については、ステッカー製作に必要な範囲で作品のサイズ調整や改変などを行うことが
あります。また、応募者には必要に応じて印刷に適した元データの提出をお願いする場合があります。

【特設サイト】

QRコード
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